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確定申告が必要な人確定申告が必要な人

市・県民税の申告が必要な人市・県民税の申告が必要な人

1.国税庁ホームページで確定申告書を
　作成し、申告
2.確定申告相談会場で申告
　日時：２月８日(月)～３月15日(月)、９時～16時
　会場：アイーナ７階(盛岡駅西通一)
　 ※土・日曜、祝日を除く。ただし、２月21日（日）と28日（日）は開設します
　 ※無料駐車場はありません
　 ※盛岡税務署（本町通三）には申告会場を設けていません

1.郵送で申告する
　 次の方法で市・県民税の申告書など
　 を入手し、郵送で申告してください。　

⃝市ホームページから
　ダウンロードする

⃝配布場所で入手する
本庁舎本館２階 エレベーターホール╱都南総合支所╱玉山総合事務所╱青山支所、太田支所、
松園連絡所、繫支所、簗川支所、飯岡出張所、乙部出張所、玉山出張所、巻堀出張所、薮川出張所

2.相談会場で申告する　※受け付けは、12～13時の時間帯と土・日曜、祝日を除きます

【問】盛岡税務署電話相談センター　☎︎622-6141（音声案内）

※所得税の確定申告をした人は市・県民税　
　の申告をする必要はありません。A

B

1 医療費控除における
明細書添付の必須化

2 寡婦控除の改正 3
4
5
6
7
8

給与所得控除の改正
公的年金等控除の改正
基礎控除の改正
扶養控除等の所得金額要件の見直し
非課税の範囲の改正
イベント中止等に係るチケットの払
戻放棄に伴う税優遇（寄附金税額
控除）

9

⓾

住宅ローン控除（住宅借入金等特
別税額控除）の適用要件の弾力化
について
低未利用土地等の譲渡に係る特例
措置の創設

●令和３年度の市・県民税の主な改正点
市・県 民 税 の 申 告 に 必 要 な も の

申告会場にお越しになる皆さんへ

※詳しくは、市のホームページ、
または申告書等配布場所に設置
している「申告の手引き」をご覧く
ださい

領収書の添付では申告
できなくなりました。
「申告の手引き」内の参
考様式などをご利用く
ださい。

婚姻歴や性別に関わら
ず、子どもを扶養して
いる全てのひとり親が
控除を受けられるよう
になりました。

受付日 受付時間 会場

2月 1日（月） 9時半〜15時 みたけ老人福祉センター(みたけ三)
上米内地区振興センター（上米内字中居）

2月 2日（火） 9時半〜15時 土淵地区活動センター（前潟四）
中野地区活動センター（東安庭字小森）

2月 3日（水） 9時半〜15時 簗川老人福祉センター（川目10）
松園地区公民館（東松園二）　★

2月 4日（木） 9時半〜15時 松園地区公民館（東松園二）
2月 5日（金） 9時半〜15時 西部公民館（南青山町）

2月 8日（月） 9時半〜15時 太田老人福祉センター（上太田細工）
10時〜15時 つなぎ地区活動センター（繫字堂ケ沢）

2月 9日（火） 9時半〜15時 太田地区活動センター（中太田深持）
北厨川老人福祉センター（厨川一）

2月10日（水） 9時半〜15時 青山地区活動センター（青山三）　★

2月12日（金）
9時半〜15時 青山地区活動センター（青山三）
10時〜11時半 根田茂地区コミュニティ消防センター（根田茂５）
13時半〜15時 砂子沢生活改善センター（砂子沢10）

2月15日（月） 9時半〜15時 本宮老人福祉センター（本宮四）
2月17日（水） 10時〜15時 銭掛地区振興センター（新庄字銭掛）
2月18日（木） 9時半〜15時 仙北地区活動センター（仙北二）
2月22日（月）

9時〜16時 本庁舎８階大ホール（内丸）2月24日（水）

〜

3月15日（月）

受付日 受付時間 会場
2月16日（火）9時半〜15時 乙部農業構造改善センター（乙部６）
2月17日（水） 飯岡農業構造改善センター（下飯岡８）
2月25日（木）

〜

3月15日（月）
9時〜16時 都南分庁舎4階大会議室（津志田14）

受付日 受付時間 会場
2月 5日（金）9時半〜15時 玉山地区公民館（日戸字鷹高）2月 8日（月）
2月 9日（火）9時半〜12時
2月10日（水） 10時〜15時 薮川地区公民館（薮川字外山）
2月12日（金）

〜

2月19日（金）
9時半〜15時 好摩地区公民館（好摩字野中）

2月26日（金）

〜

3月15日（月）
9時半〜16時 玉山総合事務所3階大会議室（渋民字泉田）
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新型コロナウイルス感染症対策のた
め、体調のすぐれない人の入場を
お断りする場合があります。会場で
は、マスクの着用と手指の消毒にご
協力をお願いします
会場の混雑状況により、入場を制限
する場合があります
密集を避けるため、特に込み合う朝
一番は避ける、近隣以外の会場を利
用するなどのご協力をお願いします

★印の会場では、マイナンバーカードの交付申請ができます。無料で顔写真を撮影
できるので便利です　【問】市民登録課☎613-8307
・ID記載のカード申請書か身分証明書を持参してください
・申請からカード受領まで１～２カ月かかります。カードが出来上がったら市からお
　知らせします

□市・県民税申告書
□印鑑（朱肉を使用するもの。認印可）
□マイナンバーと身元が確認できる書類
□前年中の収入が分かる書類
・源泉徴収票(給与や公的年金)や支払調書(報酬)など
・収支内訳書（営業や農業、不動産などの所得がある

　人は、収入や経費、所得などをあらかじめ記入して
　持参してください）
□所得控除の内容を証明する書類
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保
　険料、社会保険料、寄附金、雑損失などの領収書、
　証明書

・国民年金保険料や生命保険料、地震保険料の支
　払・控除証明書
・身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉
　手帳、障害者控除対象者認定書など
・医療費控除の明細書（申告者が作成して持参して
　ください）
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　令和２年分の収入に係る確定申告や市・県民
税の申告が始まります。申告が必要な人が申告を
しなかった場合、国民健康保険税や後期高齢者
医療保険料、介護保険料、医療、福祉などの手
当や保育の算定と判定が正確にできないことがあ
ります。期限内に申告を済ませましょう【問】市民税課☎613-8497・8498

給与収入（パート・アルバイトを含む）が
あり、次のいずれかに該当する

公的年金収入が400万円を超
えた、または公的年金に係る
雑所得以外の所得が20万円
を超えた

公的年金のみの収入で所得税
の還付や納付の申告をする

公的年金の収入があり、
次のいずれかに該当する

確定申告が
必要です
→　へ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ
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②給与のみ、または給与と
公的年金のみの収入

③公的年金のみの収入

①営業や農業、不動産、公
的年金以外の雑、一時、譲
渡所得などの収入

次のいずれかに該当する
収入があった
※非課税収入（遺族・障害年金、
　失業給付金、児童扶養手当
　など）のみの人は「いいえ」へ

令和３年１月１日現在、住民登録
がある市町村へ申告してください

令和３年１月１日現在、盛岡市
に住民登録がある親族が、あな
たを扶養家族または同一生計
配偶者として申告している

会社で給与収入の
年末調整を受けた

年金収入が次に該当する
■昭和31年１月２日以降生まれ→101万5000円以下
■昭和31年１月１日以前生まれ→151万5000円以下

年末調整を受けた会社以
外から給与収入があった

源泉徴収票に記載されてい
る控除に追加・修正がある

申告は
不要です

市・県民税の
申告が必要です

→　へ

①に該当

③に該当

②に該当

申告は
不要です

はい

いいえ

いいえ

いいえ
はい

いいえ

いいえいいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

※確定申告をする場合は不要

確定申告は
不要です

まずは…

次に…

始まります！
市・県民税（住民税）の申告

令和３年１月１日現在、
盛岡市に住民登録がある

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

申告書の作成には１時間以上かか
る場合があります。必要書類を準備
し、時間に余裕を持ってお越しくだ
さい。特に、営業や農業、不動産
所得のある人は、「収支内訳書の書
き方」や前年の収支内訳書の控えを
参考に、あらかじめ収入や経費を整
理してお越しください
会場へは公共交通機関をご利用くだ
さい

A

B

配布・発送は、１月22日（金）から

市指定
駐車場

給与のみの収入で社会保険料控除や医療
費控除、住宅ローン控除などを受け、所
得税の還付申告をする

年末調整をした給与以外に営業や農業、
不動産、雑、一時、譲渡などの所得が
20万円を超えた

２か所以上から給与を支給されていて、
年末調整した給与以外の給与収入が 20
万円を超えた

営業や農業、不動産、雑、
一時、譲渡など所得の合
計額が、所得控除額の合
計額を超えた

新型コロナウイルス感
染拡大を防ぐため、郵送
や、ホームページでの申
告にご協力ください。

一部の申告はスマート
フォンでも作成できます！

パソコンや自身のスマー
トフォンで申告します

詳しくは、盛岡広域振
興局県税部直税課へ
お問い合わせください。

〒020‐0023 内丸11‐１
☎︎629‐6543

個人事業税は、
事業を営む個人
が県に納める

税金です

市・県民税の申告が必要になる
場合がありますので下のフロー
チャートを確認してみましょう


